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岩手県再生資源利用認定製品とは 

岩手県では、廃棄物等の再生資源を利用した、一定の基準を満たす優良なリサイクル製品を認定し、リサ

イクル製品の需要拡大と資源の有効活用を促進する制度を行っています。 

この制度は、平成 15 年 4 月から「循環型地域社会の形成に関する条例」（平成 14 年岩手県条例第 73 号）

に基づいて実施しています。 

岩手県再生資源利用認定製品の積極的な利用により、廃棄物のリサイクル推進にご協力ください。 
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※平成 30 年 1月時点での掲載情報です。 

 

 

 

認定製品に使用されている「溶融スラグ」は、家庭ごみ等の一般廃棄物を高温で溶融処理する焼却施設で

発生します。 

「溶融スラグ」は、天然の石に類似する組成となるため、砂等の代替として有効利用できます。有効利用

されない物は、廃棄物として埋立処理されてしまいます。 

溶融スラグを利用したコンクリート二次製品は、砂等の骨材の代わりに溶融スラグを使用しています。 
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